
内 訳 前月比 前年比

人 口 14,514 人 2 - 116

男 性 6,754 人 1 -81

女 性 7,760 人 1 - 35

世帯数 6,008 戸 5 29

○ 納税には便利な口座振替もご利用できます。

詳しくは、税務課 収納係（☎ 65・1076）ま

でお気軽にどうぞ。

充
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付
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桂
川
中
２
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健
太
さ
ん

佳　
作

≫ ９月

 福沢水道設備店 ☎ 65・1172

 岡 村 工 務 店 ☎ 62・2208

 福 豊 設 備 工 業 ☎ 72・0714

≫ 固定資産税 第３期分

≫ 10 月

 谷 口 住 設 ☎ 65・3253

 ㈱ 草 場 ☎ 72・0122

≫ 国民健康保険税 第４期分

　

現
在
、
役
場
で
は
、
午
後
5
時
15
分
で
業
務
を
終
了
し

て
い
ま
す
が
、
毎
週
木
曜
日
は
午
後
７
時
ま
で
、
一
部
窓

口
業
務
を
行
っ
て
い
ま
す
。（
た
だ
し
、
木
曜
日
が
祝
日
の

場
合
は
閉
庁
に
な
り
ま
す
の
で
、
ご
注
意
く
だ
さ
い
）

　

来
庁
さ
れ
る
際
に
は
、
時
間
延
長
す
る
関
係
課
へ
、
内
容

等
に
つ
い
て
事
前
に
ご
確
認
く
だ
さ
い
。
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毎
週
木
曜
日
は

窓
口
業
務
の
一
部
延
長

３

２◆
付
加
保
険
料
と
は
？

　

平
成
20
年
度
の
老
齢
基
礎
年
金
の
年
金
額
は
、
40
年
間
保
険

料
を
納
め
た
場
合
の
満
額
で
79
万
２
１
０
０
円
で
す
が
、
老
後

に
よ
り
多
く
の
年
金
を
受
け
た
い
と
考
え
て
い
る
方
の
た
め

に
、
付
加
年
金
制
度
は
あ
り
ま
す
。

　

こ
れ
は
、
毎
月
の
国
民
年
金
保
険
料
（
平
成
20
年
度
は
、

１
万
４
４
１
０
円
）
に
、
付
加
保
険
料
を
上
乗
せ
し
て
納
付
す

る
と
、
付
加
年
金
が
老
齢
基
礎
年
金
に
上
乗
せ
し
て
支
給
さ
れ

る
し
く
み
で
す
。

　

厚
生
年
金
な
ど
の
被
用
者
年
金
制
度
に
加
入
し
て
い
る
方
は

報
酬
に
よ
っ
て
保
険
料
や
給
付
額
が
増
減
し
ま
す
が
、
自
営
業

や
フ
リ
ー
で
仕
事
を
し
て
い
る
方
な
ど
第
一
号
被
保
険
者
の
場

合
は
、
保
険
料
と
給
付
（
老
齢
基
礎
年
金
）
額
が
定
額
に
な
っ

て
い
ま
す
。

　

将
来
の
生
活
設
計
に
合
わ
せ
て
上
乗
せ
の
年
金
を
考
え
て
い

る
第
一
号
被
保
険
者
の
方
の
た
め
に
は
、
付
加
年
金
の
ほ
か
に

も
、
公
的
な
年
金
制
度
で
あ
る
国
民
年
金
基
金
、
個
人
型
確
定

拠
出
年
金
、
農
業
者
が
加
入
で
き
る
農
業
者
年
金
の
制
度
が
あ

り
ま
す
。

　

こ
れ
ら
の
上
乗
せ
制
度
の
保
険
料
は
、
国
民
年
金
保
険
料
と

同
じ
く
全
額
が
社
会
保
険
料
控
除
の
対
象
と
な
り
ま
す
。

◆
付
加
保
険
料
の
額
は
定
額
？

　

付
加
保
険
料
の
額
は
１
か
月
４
０
０
円
で
す
。
付
加
保
険
料

を
納
付
で
き
る
の
は
、
国
民
年
金
の
第
一
号
被
保
険
者
ま
た
は

任
意
加
入
被
保
険
者
の
方
で
す
。

　

保
険
料
の
免
除
ま
た
は
納
付
猶
予
を
受
け
て
い
る
方
や
国
民

年
金
基
金
に
加
入
し
て
い
る
方
は
、
付
加
保
険
料
を
納
め
る
こ

と
は
で
き
ま
せ
ん
。
一
方
、
農
業
者
年
金
の
加
入
者
の
方
は
、

必
ず
付
加
保
険
料
を
納
付
す
る
こ
と
に
な
っ
て
い
ま
す
。

※
付
加
年
金
額
等
、
詳
し
く
は
直
方
社
会
保
険
事
務
所
（
国
民

年
金
課
）
へ
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

　

☎
０
９
４
９
・
２
２
・
０
９
０
５

問
合
先　

住
民
課　

住
民
年
金
係

　

☎
６
５
・
３
３
０
１

13 頁 平 20. 広報けいせん ９月 

町政トピックス

 人のうごき（平成 20 年 7 月末現在）

 水道修繕当番（水は大切に）

  納税のお知らせ（９月の納税期限）


